
第 16 回 ASEAN・日本社会保障ハイレベル会合 

リコメンデーション（仮訳） 

 

我々、ASEAN+3 各国の保健、社会福祉及び労働セクター、国際、地域の関係機関と

パートナーからの参加者は、「貧困の削減と子ども・若者のエンパワメントを通じた包

摂的社会の促進」をテーマに 2018 年 12 月 5 日から 7 日まで横浜市で開催された第

16 回 ASEAN・日本社会保障ハイレベル会合において、 

 

本会合を 2003 年から毎年開催している日本政府の継続的なイニシアチブに感謝し、

この第 16 回の会合が、持続可能な開発のための 2030 アジェンダ（SDGs）の達成に

向けた包摂的社会を促進するための保健、福祉及び労働セクターのステークホルダ

ーの役割について、知識の共有及び意見交換を行う効果的なプラットフォームを提供

していることを認識した。 

 

前文： 

あらゆる形態の児童労働の廃絶を含め、子どもと若者が夢と希望と敬意を持って育

つことができる社会の実現のための投資が極めて重要であることを認識し、 

 

貧困の削減と、社会的・経済的状況にかかわらず子どもと若者のエンパワメントする

ことは、次世代に向けた持続可能で平等な社会の実現のための重要な基盤となるこ

とを再確認し、 

 

子どもと若者の貧困は多面的な課題で、社会的・経済的環境に関係することを認識し

つつ、次世代に向けて貧困の連鎖を打破するための包括的な多セクターのアプロー

チの必要性を強調し、 

 

出生から学齢期、青年期までの社会的・経済的自立にいたる全てのステージにおい

て子どもと若者に必要な社会福祉サービスと支援を提供するための、母子保健、児

童福祉、保育、雇用、教育を含む中央政府と地方自治体、NGOやボランディアを含む

民間セクターを含む関係する全てのセクターの間での更なる協力の必要性を強調し

た。 

 

我々、会合の参加者は、以下のリコメンデーション（提言）について合意した。  

 



1.子どもと若者を、社会的・経済的自立にいたる全てのステージ及び次元において支

援し、エンパワメントするための社会保障の枠組みを、脆弱家庭がディーセント・ワ

ークと収入の継続を確保するための教育及び雇用の見通しや機会を拡大する手

段を含めて、特に地方を中心として社会的弱者に特に焦点を当てつつ、開発・強化

する。 

 

2. 子どもと若者の出生から学齢期、青年期までの社会的・経済的自立にいたる全て

のステージにおける切れ目のない支援とケアの継続性を確保するため、保健、福

祉、教育、雇用、村落開発及びその他の関係するセクター間の連携と協力を強化

する。 

 

3. 障害のある子どもと若者に係る課題と強みを明確にし、こうした子どもと若者に影

響する多面的な問題に対処し、社会的・経済的自立に向けた生活の質の向上の改

善を支援できるよう、医療、保育、社会福祉分野の人材の能力構築と相互協力を

促進する。 

 

4. 母子・新生児保健、栄養、即応的なケア提供、早期学習・教育を含めた包括的アプ

ローチを通じ、必要に応じて脆弱層に対象を絞った支援を含め、小児期早期のケ

ア・発達支援・教育（ECCDE）への投資を促進する。 

 

5. 子どもと若者及びその家族に、社会的・経済的発達の様々なステージで生計、教

育、雇用に関する切れ目のない支援を提供するためのコミュニティに根ざした支援

プログラムに、民間セクター及び NGO とともに取組むとともに、このための連携を

強化する。 

 

6. 貧困層のための社会的保護制度の成果と有効性をモニターし評価するため、国及

び地方自治体レベルの関係部局による子どもの貧困に関する細分類データの収

集と共有を強化する。 

 

7. 保健医療、保育、雇用サービスや、特に脆弱層のためのその他の社会的保護プロ

グラムの有効性と普及を支援するための技術の活用を促進するとともに、ASEAN

加盟国における包摂的な社会保障プログラムに向けて、電子的サービスの提供が

促進されるよう日本の技術や好事例の共有がなされることを奨励する。 

 

8.  ASEAN＋３加盟国、WHO、ILO,UNICEF、JICA、その他関係する国際機関、地域

機関及びパートナーとの分野及び組織横断的な協力の推進によって、子どもと若



者に関する公衆衛生、社会福祉、教育、及び若者とその家族の雇用の各分野の知

識、経験、好事例及び社会的イノベーションの各国間及び各国内での共有を強化

する。 

 

更に、参加者は以下ついて同意した。 

(ⅰ)上記勧告を各国の手続き及び状況に従って実施するための適切な措置をとるた

め、各国において第16回会合の議事内容及び結果を担当大臣や幹部に報告す

る。 

 

(ⅱ)日本は、ASEAN事務局と協力し、本会合の議事内容及び結果をASEAN＋３保健

大臣/高級事務レベル会合（AHMM＋３/SOMHD＋３）、ASEAN＋３社会福祉開

発大臣/高級事務レベル会合（AMMSWD＋３/SOMSWD＋３）、ASEAN+３労働大

臣/高級事務レベル会合（ALMM+３/SLOM+３）、及び村落開発と貧困削減に関

する ASEAN＋３高級事務レベル会合（SOMRDOE＋３）に報告する。 

以上 


